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これまで当組合の主催する市場で、計量せずに冷凍魚を引き渡す等冷凍魚

の抜き取り行為を行ったことはないこと

又は

過去に関与した冷凍魚の抜き取り行為については、当組合が設置した調査

委員会の調査若しくは別途提出する上申書において、全て申告していること

を誓約するとともに、今後、当組合の業務において、如何なる犯罪又はこれに

類する行為を行わないことを誓約いたします。

上記誓約に違反し、私が過去に冷凍魚の抜き取り行為を行ったことが判明した

場合、又は、今後、抜き取り行為をはじめ当組合の業務において犯罪又はこれに

類する行為を行った場合には懲戒免職にされても異議ありません。

以上





職員倫理規程（案）

（趣旨）

第 l条 この規程は、議員（嘱託者及びパート職員を含む。以下、職員等という。）の職務

に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

（倫理行動規準）

第2条職員等は、焼湾漁業協同組合の一員として誇リをもち、かっその使命を自覚し、そ

の職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき鏡準として、行動しなければならな

し、。

（職員等の倫理の監督）

第3条 職員害事の職務に係る倫理の保持を図るため、職員等の倫理を監督する役員（以下、

倫環監督者という。）を掻く。

2 倫理猿督者l立、組合長が職員の中から指名する。

3 倫理監督者は、職員等に立すし、その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言

その他必要な措還を講ずるものとする。

（利害喜関係者）

第4条 この規程において「利害警劉係者jとは、次の各号に定める者（法人の場合、その法

入、その法人の役員及び従業員）をいう。

①組合員及び出荷者

②焼津魚市場にJi参権を有する者

③ 当組合に出入りする運送業者

④取引業者

⑤ 系統団体

（贈与を受けることの禁止）

第5条職員等は、利害関係者から金銭、物品または不動産の婚与（銭別、祝儀、香典また

l立供花その他これらに類するものとされているものを含む。）を受けてはならない。た

だし、次に掲げる行為はこの限りではない。

① 利害関係者から透常一般の儀礼の範囲の香典または供花その他これらに類するも

のの贈与を受けること。

② 利客関係者から一般に配布するための宣伝用物品、通常一般の儀礼の範密の記念

品その他これらに類するものの勉与を受けること。

2 前項の規定の適用については、職員等が利害関係者から物品若しくは不動産を購入し

（資料3)

た場合、物品若しくは不動産の重量付を受けた場合または役務の提供を受けた場合にお

いて、それらの対舗がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく｛底いとき

は当該職員等は、当該利答関係者から当該対価と当該蒋備との差額に相当する額の金

銭の贈与を受けたものとみなす。

（供応祭待を受けることの禁止）

第6条職員等は、利害関係者から供応接待を受けてはならない。ただし、職員等は、職員

等と利害関係者の職務上の利害関係の状況及びその行おうとする行為の態様等に緩み、

公正な職務の執行に対応する疑惑や不信を招く恐れがないと認められる場合に限り、

次に掲げる行為を行うことができる。

①職務として、出席した会議その他会合において、利審関係者から茶菓の提供を受け

ること。

②職務として、出席した会議において、利害関係者から箆索な飲食物の提供を受ける

こと。

③多数の者が出席する式典、祝賀会またはこれらに類する会合において、利容関係者

から飲食物の提供を受けること。

（飲食にかかる禁止）

第7条職員等l土、利害関係者とともに飲食をしてはならない。ただし、職員等は公正な軍基

務の執行に対する疑念や不信を招く恐れがないと認められる場合に限り、次に掲げる

行為を行うことができる。

① 自己の愛用を負担して利害関係者とともに飲食をすること。

②験務として出席した会議において、利害関係者とともに言霊祭な飲食をすること。

③多数の者が出席する式典、祝賀会またはこれらに類する会合において、利害関係者

とともに飲食をすること。

（ゴルフに係る禁止）

第8条職員等i土、利害関係者とともにゴルフをしてはならない。ただし、職員等は、公正

な職務の執行に対する疑念や不信を招く恐れがないと認められる場合に限り、自己の

費用を負担して利害関係者とともにゴルフをすることができる。

（遊技または旅行に係る禁止）

第9条職員等i土、利害関係者とともに遊技または旅行（職務のための旅行を除く。）をし

てはならない。ただし、職員等は、公正な職務の執行に対する疑念や不信を招く恐れが

ないと認められる場合に限り、自己の費用を負担して利害関係者とともに遊技または

旅行をすることができる。



（その他の禁止行為）

第 10条職員等は、第5条から前条までに掲げるもののほか、次に掲げる行為を行つては

ならない。

① 利害関係者から金銭のまま付け（業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のも

のまたは利子の利率が著しく低いものに限る。）を受けること。

② 利害善関係者からまたは利審関係者の負担により、無償で物品または不動産の気付けを

受けること。ただし、総務として利害関係者を訪問した際におけるさき該利害害関係者から

提供される事務用品等の物品の使用のための袋付けを除く。

③利害害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。ただ

し、職務として利察関係者を訪問した際における当該利害害関係者から提供される自動

車（当該利警関係者がその業務等において白常的に利用しているものに限る。）の利用

（当該利害関係者の事務所等の周辺の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が

相当と認められる場合に限る。）を除く。

（私的な関係等による例外）

第 11条職員等l立、私的な関係（職Jil等としての身分にかかわらない関係をいう。以下、

同じ。）がある者で、あって、利害害関係者に該当する者との賂においては、職務上の利容関

係の状況、私的な関係の経線及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑

み、公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招く恐れがないと認められる場合に限り、

第5条第1項本文、第6条本文、第7条本文、第8条本文及び第9条本文の規定にかか

わらず、これらの規定に定める行為を行うことができる。

2 職員等は、倫理監督者が耳議員等と利害蓄関係者の職務上の利害関係の状況及びその行お

うとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招く恐れがない

と認めて許可した場合においては、第5条第l項本文、第6条本文、第7条本文、第8

条本文及び第9条本文の規定にかかわらず、これらの規定に定める行為を行うことがで

きる。

（利害関係者以外の者等との簡における禁止行為）

第 12条職員等は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を

繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待または財産上の利益の供与を

受けてはならない。

2 職員等は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは傍受けまたは役務の受領

の対価を、それらの行為が行われたが場所に居合わせなかった利審関係者にそのものの

負担として支払わせではならない。

（倫理箆督者への棺談）

第 13条職員等l立自らが行う行為の相診方が利害関係者に該当するかどうかを判断するこ

とができない場合、利害警関係者との間で行う行為が第5条から第9条までに規定する

禁止行為に該当するかどうかを判断することができない場合、または第 11条第1演の

公正な職瀦の執行に対する疑惑や不信を招くおそれがないかどうか判断することがで

きない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

（倫理監督者の爽務）

第 14条倫理監督者は、この規程に定める事項の実施に関し次に掲げる資務を有する。

①職員等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

②職員等が特定の者と疑惑や不信を招くような関係をもつことがないかどうか確認

に努め、その結果に基づき、職員等の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及

び助言を行うこと。

2 倫還監督者はその指定する職員にこの規程に定めるその職務の一部を行わせること

ができる。

（報告及び懲戒等）

第 15条職員等が前条までに定める事項に違反して非遼行為を行った場合は、倫理監督者

が組合長に報告し、総合長は就業規則に従い、またはそれに準じて、当該職員等に対し

て懲戒処分等を行う。

（規程の改廃）

第 16条 この規程の改廃については、理事会が決定する。

F付則

この規程i立、令和4年 月 日から実施する。



（別紙）
（資料4)

役員の行為基準

1 理事は、理事会の構成員としての義務を含む理事としての義務を、誠実に、かっ、組

合にとり最善の利益であると合理的に信ずる方法により、かつ、同様の立場にある通常

の注意深きをもっ者が同様な状況において用いるのと伺程度の注意をもって遂行しな

ければならない。

2 理事は、業務執行の意思決定に積極的に参画し、業務執行が適正に行われるよう努め

なければならない。

3 理事は、理事会決議を要するすべての重要な事項に関し、組合員の最善の利益に適う

ょう、かつ賛否の理由を自ら説明できると感ずるに十分な情報の収集に努めなければ

ならない。

4 理事及び監事は、職務上知り得た機密に関する情報を、その地位にある聞においても

退任後においても、第三者に漏らしてはならない。

5 代表理事等業務執行者に権限委譲された事項については、理事会において定期的に報

告を受けるとともに、適正な業務執行が行われるよう監視しなければならない。

6 理事及び監事は、法令遵守に関する役割を十分認識するとともに、コンブライアンス

の実践につき、率先してその役割を果たさなければならない。

7 理事は、業務執行が適切かっ健全に行われるよう、適切かつ有効な内部統制システム

の構築と、それが有効に機能しているかどうかについて絶えず、配意しなければならな

し'I0 

8 監事は理事がその義務を適切に果たしているかどうかを、監査を通じてチェックしな

ければならない。

9 理事及び監事は、公正な職務の執行に対する疑念や不信を招くことがないよ

う、組合の利害関係者との過度な供応接待は自粛しなければならない。

以上



日月年

（役員から徴する誓約書）

室岡約苛一一一

様組合長焼津漁業協同組合

所

名

住

氏

私は、貴組合の役員として、別紙の「役員の行為基準Jを遵守するとともに、下記の事項を遵守することを

言己

誓約します。

貴組合の在任中に知り得た貴組合及び貴組合の利用者についての個人情報その他の機密を保持し正当な

理由なく第三者に漏らしません。

私が役員を退任する場合には、貴組合の在任中に職務の遂行上貴組合から受付を受けた業務上の資料及2 

び貴組合が利用者から取得された当該利用者に係る個人情報並びにそれらの複製物については、その一切

以上

を貴組合に返還し、退任後においても上記 lの義務を遵守します。
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焼津漁協のガパナンス体制（2022年 3月～）
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（資料6)

不祥事件等対応要領

制定平成 30年 4月 1日

1 目的

この要領は、組合の事業運営にかかる不祥事件等が発生した場合の具体的な取扱いにつ

いて定めることにより、不祥事件等への対応を迅速かっ的確に行し1事態の早期解決を図り、

併せて不祥事件等の再発防止に有効な対応を講じることを目的とする。

2 対象とする不祥事件等の範囲

不祥事件等とは、組合の役職員（組合の子会社の役職員若しくは使用人を含む）が行った

次の不祥事件又は法令に違反する行為をし、う。

( 1）不祥事件

水産業協同組合法施行規則第 224条第4項各号のいずれかに該当する不祥事件（＝届

出が必要な「不祥事件J）。

① 組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為。

② 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29年法律第 195号）

に違反する行為。

③ 準用する金融商品取引法第 38条第2号から第7号に違反する行為。

④ 水産業協同組合法第 15条の 5に違反する行為。

⑤ 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失（盗難に遭うこと及び過不足を

生じさせることを含む。以下この号において「紛失等Jという。）のうち、組合の

業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められ

るもの。

⑥ その他組合の業務の健全かっ適切な運営に支障をきたす行為又はそのおそれのあ

る行為であって、前各号に掲げる行為に準ずるもの。（組合又は、その子会社の役

員文は職員による不祥事件等には保険会社の代理店業務に関するものを含む。）と

して次に掲げるもの。

ア 架空契約（実在しない契約者・被共済者名義を使って作成している契約をいう。）

及び名義借契約（組合の役職員が、利用者から名義使用だけの了解を取り付け、

共済掛金は当該役職員が支払って作成している契約をいう。）が発生した場合

イ 組合の業務に従事する役職員（業務委託先の役職員を含む。）が、当該業務上の

事件で逮捕された場合その他組合の信用を失墜させる事件の当事者となってい

る場合

ウ ア、イのほか①から⑤に掲げる行為に準ずるもの

( 2）法令に違反する行為

組合が組織として処分を受けることとなる法令に違反するもの。

1 



［農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (JA S法）］

［私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）］等

3 不祥事件等発生時の所管

代表理事組合長は、不祥事の発生に伴い大きな被害が生じるおそれがある場合等、必要

に応じて、不祥事対応対策本部を理事会に設置し、予め定めた範閣の役職員を招集する。

不祥事件等への具体的な対応は、当該事件とは独立した部署での事実関係の調査・解明

を行う観点から、不祥事件等対応担当部署（担当者）として総務部長が代表理事組合長の

指示により統括する。

なお、不祥事件等対応担当部署（担当者）や役員が不祥事件等に関与しているおそれが

ある場合は、事案の重大性等を勘案し、必要に応じて弁護士、連合会等の第三者の協力を

求めて対応にあたる。

4 不祥事件等発生の発見時の対応

( 1 ）組合内の報告

役職員が不祥事件等（不祥事件等の疑義のあるものを含む）の発生を発見した場合は、

次の対応により不祥事件等の発生及び概要を速やかに報告する。

①職員は、所属長等の上席役職員に口頭で報告する。

②所属長等の上席役職員は、不祥事件等対応担当部署（担当者）に口頭で報告する。

③不祥事件等対応組当部署（担当者）は、代表理事組合長に報告する。

( 2）不祥事件等発生の行為者への対応

不祥事件等発生の行為者（疑義のある者を含む。以下「行為者Jとしづ。）を速やかに

担当業務から外し、自宅待機とさせる。ただし、調査の過程で必要がある場合は組合にお

いて事情聴取を行う。

5 不祥事件等発生の発見後の対応

不祥事件等が発生した場合、理事会又は不祥事件等対応対策本部にて対策の協議・決定を

行う。

また、不祥事件等対応担当部署（担当者）は次の事項について統括する。

( 1 ）不祥事件等にかかる情報統括

不祥事件等対応担当部署（担当者）は、不祥事件等にかかる次の事項について、組合内

外からの情報収集、組合内外への報告、連絡・通報、情報開示、情報発信を行う。

①組合内外からの情報収集

②理事会又は不祥事件等対応対策本部への報告

③行政庁への連絡・報告

所轄官庁に次の報皆様式等により速やかに報告する。

ア不祥事件の場合

当該不祥事件の発生を知った場合、速やかにその概要について所轄官庁へ第一

報として報告（電話やメール等でも可）し、さらに随時状況の進捗を報告するほ
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’か、第一報が電話やメーノレ等の場合は、組合が当該不祥事件の発生を知った日か

ら1ヶ月以内に次の行政報告様式「不祥事件等届出書J（別紙様式）により、所

轄官庁へ報告を行う。

・信用・共済事業以外の不祥事件等の報告を行う場合の行政報告様式

「漁協等向けの総合的な監督指針別記様式 1-1 J 

・共済事業に係る不祥事件等の報告を行う場合の行政報告様式

「漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針別記様式40 J 

イ 法令に違反する行為の場合

当該法令の所轄官庁へ、当該法令に従い報告を行う。なお、当該法令に基づく

処分を受けた場合で、所轄官庁より報告を求められた場合は、指示に従い報告を

行う。

④連合会への連絡・報告

J F漁連の不祥事件等担当部署（ J F漁連が不祥事件等の当事者となっている場合

はJF全漁連信用・組織指導部）に次の報告様式等により速やかに報告し、随時、

状況の進捗や内部調査の結果等について報告する。

なお、第一報については、電話、メーノレ等による報告も可とする。

ア不祥事件の場合

行政庁に提出した、「不祥事件等届出書Jの写しを送付することにより報告す

る。

イ 法令に違反する行為の場合

当該法令に基づく報告様式（様式が無い場合は任意様式）により報告する。

⑤刑罰法令に抵触しているおそれのある場合は、警察関係機関へ連絡・通報する（相談

を含む）。

＠報道機関等への対応

ア 報道機関等への対応準備

報道機関等への対応準備として「統一見解書J及び「想定問答集jを作成し理

事会又は不祥事件等対応対策本部に報告のうえ、これらに基づき、対応を行う。

ただし、 JF漁連等との打ち合わせのうえ、開示を要しないと代表理事組合長

が判断した場合には、組織的に隠蔽したとの嫌疑を避けるためにも、判断した理

由を明確かっ説得力のあるものにしておく。

イ 不祥事件等が 2次被害を発生させるおそれがある、利用者等の健康に影響を及

ぼすおそれがある場合

被害拡大の可能性や、事件内容の重大性や悪質性など経営への影響疫を考慮、し、

代表理事組合長が判断したタイミングや事実関係の開示方法の指示により、報道

機関等に対応する。

⑦不祥事件等への対応指示にかかる組合内への伝達

不祥事件等の発生が経営に重要な影響を与えると判断されるものについては、その

内容・経過等を組合員に対し適時に開示し、不祥事件等の処理方法と今後の防止策等

について理解を求める。

( 2）不祥事件等にかかる調査
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不祥事件等対応担当部署（担当者）は、次の事項について、行為者本人への事情聴取、

関係伝票・関係帳票の閲覧、周辺調査等により調査・解明し、不祥事件等の事実を証拠づ

けるための証拠書類をなるべく多く収集する。

①不祥事件等の行為者、手口、損害額などの事実関係の特定

②不祥事件等の発生した背景や内部けん制機能が有効に機能していたかなど不祥事件

等を未然に防げなかった組織上の問題点

③不祥事件等が発生した同種の事業や事務処理を行っている全処理（子会社を含む。）

における類似案件発生の有無

④①、②、③により究明した事実及び就業規則等に基づく、不祥事件等発生にかかる当

事者責任及び監督責任

内部調査で解明できない等必要がある場合、 JF漁連等に対して不祥事件等調査への協

力依頼を行う。

調査・解明の結果に基づき、不祥事件等の発生からの一連の経過を取りまとめるととも

に、不祥事件等の再発防止のために講じた措置及び講じるべき措置について、理事会に報

告する。

( 3 ）不祥事件等にかかる関係者等への対応

不祥事件等対応担当部署（担当者）は、次の関係者等への対応を行う。

①関係者等への対応

不祥事件等発生後、原則として、当該不祥事件等により被害者となった者に対して

は速やかに謝罪や状況説明等の対応を行うとともに、内部調査の途中段階や当該不祥

事件等が終結する段階においても、再度状況説明等の対応を行う。また、被害の補て

ん、取引の是正などの措置を適切に行う。

②二次的被害の発生、利用者等の健康・生命等に影響を及ぼすおそれがある場合

一次的被害の発生するおそれのある事案や利用者などの健康・生命等に影響を及ぼ

すおそれがある事案については、公表、出荷停止、回収、関係機関への通報等その防

止のための必要な対応を行う。

③身元保証人等への対応

不祥事件等発生後、行為者の身元保証人及び家族等に通知し、不祥事件等の概要に

ついて説明のうえ、不祥事件等の行為者及び身元保証人による損害の補てん等につい

て協議を行う。

6 不祥事件等発生の行為者及び関係者の処分

代表理事組合長は、当該不祥事件等の発生にかかる当事者責任及び監督責任について、不

祥事件等対応担当部署（担当者）の調査・解明の報告により、次の者に対する制裁を就業規

則の懲戒の規定に基づき所定の手続きを行うよう人事祖当部署に指示する。

行為者や管理職の処分及び、役員の責任追及にあたっては、外部の専門家の意見を徴する

など、厳正かつ公平・中立に行う。また決定過程の透明性を確保する観点からも、懲罰委員

会等及び役員責任調査委員会等の議事録を作成し、備え置きしておく。

( 1）行為者

刑罰法令に抵触するおそれのある不祥事件等については、原則として刑事告訴を行う。
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( 2）行為者の所属長ほか管理者

行為者の所属長ほか管理者として、当該不祥事件等の発生防止に必要な措置を講じなか

った場合及び講じることが出来なかったことにやむを得ない事情を認められない場合。

( 3）役員

役員が職員に対して管理監督責任を有する場合や、役員自らが不祥事件等に関与した場

合は、理事会に「役員責任調査委員会j等を設置し、責任の追及を行うとともに、組合が

採るべき処分について必要に応じて審議を行い、その結果を理事会に答申（報告）する。

7 不祥事件等の再発防止に向けた取組

( 1）不祥事件等再発防止策の決定

理事会は、不祥事件等対応担当部署（担当者）による不祥事件等の再発防止のために講

じた措置及び講じるべき措置の報告を基に発生原因等の分析を行い、不祥事件等の再発

を防止するための諸施策（以下「不祥事件等再発防止策Jという。）を策定する。

( 2）不祥事件等再発防止策の周知と実行

代表理事組合長は、理事会が策定した不祥事件等再発防止策の実行について、自らの取

組み姿勢を役職員に表明するとともに、再発防止対策の徹底を図る。

( 3）不祥事件等再発防止対策の履行状況の確認

理事会は、不祥事件等再発防止策の履行状況を確認し、改善の見込みがないと判断する

場合は、事業の継続の可否を含めて事業方針の見直しを行う。

8 要領の改廃等

この要領の改廃は、理事会が決定する。なお、この要領の解釈・その他の疑義について

は、代表理事組合長がこれを決定する。

附則

この要領は、平成 30年 4月 1日から実施する。
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R4. 3.ヲ定例理事会第1号議案

内部通報に関する規程ダ）

第n震総則

（自的）

第 1条本規程は、職員等からの組織的又は個人的な不正行為に関する通報を適切に処理

するための仕組みを定めることにより、不正行為の未然の防止、早期発見及び是正を図

リ、もってコンブライアンス経営の強化に炎することを目的とする。

第2章通報処理体制

（通報・相談窓口）

第2条職員等からの透報・相談を受ける窓口（以下「通報窓口Jという。）は、以下のと

おりとする。

(1) 組合内通報窓口総務部監理役又は顧問弁護士

(2) 組合外通報窓口 別に定める顧問弁護士以外の弁護士

（通報者及び相談者）

第3条相談窓口の利用者は、当組合の役長及び従業長（職員、嘱託、契約社員、期間社員、

アルパイト、派遼従業員及び退職者、以下役員と併せて「役職員」という。）及び当総

合の取引業者の役員及び従業員とする。

（遜報の方法）

第4条通報窓口の利用方法は、霊童話・笹子メール ・FAX・ 傘菌・面会とする。具体的な

連絡先等は別途定めたよで周知するe

第3］奪還報の処理

（通報受領の通知）

第5条通幸置窓口l立、電子メール・FAX・lJ書面により透報がなされた場合、通報者に対し、

速やかに、通報を受領した旨を通知する。ただし、匿名による透報の場合はこの様りで

はない。

（通報内容の検討・調査）

第6条組合内窓口は、通報受付後、調査の要否、調査が必要な場合には、具体的な調査の

（資料7)

内容を検討し、通報者に対し、受付白から 20臼以内に、今後の対応について通知する。

2 緩合外窓口は、通報受付後組合内窓口に遼絡のよ、組合内窓口とともに、調査の要否、

調査が必要な場合には、具体的な調査の内容を検討し、透報者に対し、受付日から 20

日以内に、今後の対応について透知するo

3 組合外窓口は、通報者の問慈がある場合を徐き、通報者の特定につながる情報を組合

内窓臼に開示しない。

4 調査が必要な場合、組合内窓口が調査を行い、必要に応じて他部門又は外部弁護士等

に調査を依頼することができる。ただし、通報者の同意がある場合を除き、組合内窓口

は、イ也の役職員に通報者の特定につながる情報を開示してはならない。

（調査における配慮）

第7条組合内窓口その他の調査担当者（以下「認査担当者Jとする。）は、調査の実施に

際し、選報者の秘密を守るため、送報者が特定されないよう調査の方法に十分に配慮し

なければならない。

（協力者の義務）

第8条役職員は、通報に係る事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査担

当者に協力しなければならず、調査担当者による調査を妨害する行為をしてはならな

し、

（是正措緩）

第9条調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止

措霊童を講じなければならない。

（組合内の処分）

第 10条調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した者に対し、

就業規則に従って処分を課すことができる。

（倫理監督者との連携）

第 11条当該通報の内容が役職員倫理規程に抵触するものと考えられる場合には、間環程

の倫理監密者と連携して、調査し対応しなければならない。

（結果の通知）

第 12条組合は、通報者及び理事会に対して、通報対象者や当該読査に協力した者等の信

用、名誉及びプライパシ一等に配慮しつつ、調査結果及び是正措置について、遅滞なく

通知しなければならない。



（フォローアップ）

第 13条通報窓口は、通報処理終了後も、通報者に対して通報を理由とした不利益な取扱

いや職場内で、の嫌がらせ等が行われたりしていないかを確認するなど、通報者保護に

係る十分なフォローアップを行う。

第4章関係者の責務

（通報者の保護）

第 14条組合は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者に対して解麗その

イ也いかなる不利益な取扱いも行つてはならない。

2 組合は、通報者が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化することのない

ょう、適切な措置を講じなければならない。又、通報者に対して不利益な取扱いや嫌が

らせ等を行った者がいた場合には、就業規則を従って、処分を課すことができるe

（通報者等の秘密及び、個人情報等の保護）

第 15条組合及びこの規程に定める業務に携わる者は、法令に基づく場合など正当な理由

がない限り、通報された内容及び、調査で、得られた個人情報を開示してはならない。

2 組合及び通報処理業務に携わる者は、通報者の承諾又は法令に基づく場合など正当な

理由がない限り、通報者の秘密又は個人情報その他の相談・通報において知り得た情報

を自的外に利用してはならない。

3 組合は、前二項の規定に違反した者に対し、就業規則に従って処分を課すこととする。

第51言その他

（規程の改廃）

第 16条 この規程の改廃については、理事会が決定する。

附 則

この規程は、令平日4年3月9臼から実施する。



令和 4 年８月〇日 
関係者各位 

焼津漁業協同組合 
代表理事組合長 橋ケ谷 長生  

（公印省略） 
 

内部通報制度の導入について 

 
拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、焼津魚市場で令和３年 10 月に発覚した冷凍カツオ窃盗事件では、事前に外部通報があったに

もかかわらず、その当時に是正できなかったことを踏まえて、先般「内部通報に関する規程」を新設い

たしました。 
この制度は、組合の役職員等と取引業者様の役員・従業員が、当組合及び当組合役職員の不正行為を

発見した場合、通報窓口に通報する制度で、この目的は「職員等からの組織的又は個人的な不正行為に

関する通報を適切に処理するための仕組みを定めることにより、不正行為の未然の防止、早期発見及び

是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資すること」としております。 
取引業者様は、組合又は役職員の不正に関することで気になることがございましたら、裏面の注意事

項を一読の上、通報窓口へご一報下さい。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
なお、通報者の秘密は、厳守いたします。また、通報者に対して通報を理由とした不利益な取扱いや

職場内での嫌がらせ等が行われたりしないよう通報者の保護に十分配慮いたします。通報者には、ご連

絡先をお教えいただければ、ご通報の受付日から 20 日以内に、今後の対応についてご案内するととも

に、調査結果及び是正措置につきましては、通報対象者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプ

ライバシー等に配慮した上で、遅滞なく通知することにしております。 
最後に、皆様にお願いでありますが、調査の際には協力をしていただくとともに通報者が誰なのかを

聞くことや、噂を流布することなどしないよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 

敬具 
  

（資料７－２） 



「取引業者様の通報窓口について」 

通報窓口 

組合内通報窓口 
組合外通報窓口 

別に定める顧問弁護士以外の弁護士 
焼津漁業協同組合 
担当 総務部監理役 東原 優  

住 所 〒４２５－８７０１ 
静岡県焼津市城之腰２６９番地の９ 
電 話 ０５４－６２８－７１１２ 
FAX  ０５４－６２８－７１３１ 

   メール kanriyaku@yaizu-gyokyo.or.jp 
受付時間 平日 午前 9時から午後 5時まで 

まどか法律事務所 
担当 弁護士 佐藤 裕之 

住 所 〒４２０－００３１ 
静岡県静岡市葵区呉服町１丁目１番の 14 
呉服町圭田ビル７階 まどか法律事務所 
電話 ０５４－２５５－２８１９ 
FAX ０５４－２５１－６６６８ 
受付時間 平日 午前 9時から午後 5時まで 

追手町法律事務所 
焼津漁業協同組合 顧問弁護士 
担当 弁護士 相川 洋介 

住 所 〒４２０－０８５３ 
静岡県静岡市葵区追手町 1 番 13 号 
アゴラ静岡ビル４F 追手町法律事務所 
電 話 ０５４－２５５－２４５０ 
FAX  ０５４－２５５－２４５３ 
メール  yosukeaikawa@gmail.com 
受付時間 平日 午前 9時から午後 5時まで 

 
注意事項 

通報制度を利用するにあたり、通報者の秘密保持には十分配慮いたしますが、調査段階で下記リスクの

発生が考えられます。 
① 調査対応すると通報者の特定または推測されるリスクが生じることが考えられます 
② その結果、不利益が生じる可能性があり得ます 
③ 万が一、通報を理由とする不利益が発生した場合、組合として是正に努めます 
④ 人間関係の悪化という不利益は避けがたく、その是正は難しいと考えられます 

 
（取引業者の方） 

① 組合は、取引先様に調査・対応を強制することはできません 
② 組合は、取引先様に対し通報者の保護を図り不利益取扱いを防止するよう、依頼ができるだけに

なります 
③ また、取引先様がその依頼に応じるとは限りません 
 



（資料8)

焼津魚市場改善改革チーム設置要領

第 1 目的

焼津魚市場における「冷凍カツオ窃盗事件Jを受け、現在、「再発防止委員会Jにおいて、

様々な角度から再発防止策を検討している。

このような中、開設者であり卸売業者である焼津漁業協同組合が、自らの意志で改善改

革を進める必要がある。日常業務を見直し、その中で公正で効率の高い市場運営を確立し、

内外から評価され、選ばれる魚市場に再生しなければならない。

以上を踏まえ、組合内に「焼津魚市場改善改革チームJを設置し、信頼される魚市場の再

構築を進めていく。

第2 検討事項

①人材確保と人材育成

②水揚げの効率化・高度化

③弾力水揚げの拡大

④契約方法の透明性の確保（セリ等の効率化）

⑤市場運営の透明化（船主及び仲買人との関係強化）

⑥市場業務のルール化（職員配置）

必要に応じ委員の総意により追加等を行う。

第3 チームメンバ一等

1 チームメンバーは、別紙に掲げる者をもって構成する。

2 チームに有識者を置く。有識者は、検討内容の報告を受け助言等を行う。

3 メンバーの任期は、「第2 検討事項jに関する検討が終了するまでの当分の聞とする。

第4 チーム長等

1 チームに長を置き、市場担当理事が就く。

2 チーム長は、チームを総括し、チームを代表する。

3 チーム長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

第 5 運営

1 チーム長は、チームを招集し、開催する。

2 チームは、メンバーの過半数の出席をもって成立する。

3 チームにアドバイザーを置くことができる。その他必要があると認めたときは、チー

ム長は、メンバー以外の者にチームへの出席を求め意見等を求めることとする。

第6 報告等

チームにおける検討は、随時、組合長に報告し、組合長は、検討事項に対し助言するとと

もに実施に向け配慮する。また、必要に応じ関係者等に情報を公開する。

第7 その他

この要綱に定めるもののほか、必要事項は、チーム長が別に定める。

附則

この要領は、令和4年4月 22日から施行する。



（資料 9)

令和 4 年度

コンフライアンス・プログラム

令和 4 年 3月

焼 津漁業協同組合
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令和 4年度コンブライアンス・プログラム

基本方針

1 各職場におけるコンブライアンス態勢の整備、定着を図り、当組合のコンブライアン

ス態勢の円滑な運営を行う。

2 日常業務はもとより、研修、勉強会等の機会もとらえて、役職員のコンブライアンス

意識の向上に努める。

II コンブライアンス態勢整備

項 目 実施事項 内 t打 h全 関係部署

規程類の整備 (1) 権限・規程の整備 a 必要に応じて権限・諸規程類の 総務部

・見直し 整備・見直し

b 水協法等の改正を踏まえた諸規 総務部

程類の整備

(2) 関係法令等の動向 a 法改正等に係る情報収集と関係 総務部労務課

確認 部と連携した対応

(3) 不法防止等を踏ま a 職員に係る業罰規定等職務規定 総務部庶務課

えた整備 類の整備



川 コンブライアンス態勢運営

項 円 実施事項 ドす 容 関係部署

コンブγライア (1) 「コンブライアン a 実戦的なプログラムの策定と 総務部労務課

シス態勢の円滑 ス・プログラムJの 役職員に対する周知徹底

な運営 策定と進捗管理 b コンブライアシス推進委員会に

よる中間及び実績検討

(2) コンブライアンス a 委員会の定期的な開催 総務部労務課

推進委員会の適切な

運営

(3）部署コンブライ a コンブライアンス責任者及び 各部門

アンス態勢の円滑な 担当者の役割発揮

運営 b 部署における啓発活動への積極

的取組み

（部署内勉強会等の開催）

c 自己検査、自主点検等による

チェック

cl 部署におけるコンブライアンス

に係る質問、相談等への対応

e 日常的な質問・ fB談に加え、

苦情等に対する適切な実務対応

2 業務運営全体 (1) コンブライアンス a 役員自らが率先垂範して実践 総務部庶務課

における取組み に根ざした誠実な するとともに、理事会等あらゆる 総務部労務課

業務の運営 機会をとらえてコンブライアシス

について普及

(2) 対外広報への取組み a 当組合の取組状況の表明 総務部

b 事業報告書による組合員等への

表明

(3) 事故等対応、顧客 a 事故・苦情等に対する迅速な 各部門

等苦情処理対応、 報告と適切な対応

事務ミス管理の的確

な運用

内ノ
ω



IV コンブライアンス・プログラムの実践スケジュール

※ ・：当組合における取組

月 具体的取組事項 特記事項

R4. 2 
・個人情報保護に関する内部監査

・令和3年度決算

・事業計画の策定
・コンブライアンス推進委員会の開催

（令和 3年度にかかわるコンブライアンス・プ口グラム

の進捗評価とコンブライアンス研修の実績報告）

（令和4年度コンブライアンス・プログラムの原案策定）

R4. 3 ・令和4年度総会

f令和4年度コンブライアンス・プログラムJの理事会

付議

・新入職員研修における周知徹底

・コンブライアンス研修会の開催（全職員対象）

「令和4年度コンブライアンス・プログラム」 一I

（役職員への配布と内容の周知徹底） ｜ 

コンブライアンス・

プログラムの実践

・コンブライアンス・プログラムの実践開始

R4. 5 I ・コンブライアンス推進委員会開催

R4. 6 I ・コンブライアンス研修会の開催（全職員対象）

R4. 7 ・個人情報保護に関する内部監査 ・令和4年度仮決算

R4. 9 ・コンブライアンス研修会の開催（全職員対象） ¥II 

円

t
u



資料①

コンブライアンス推進委員会設置要領

1 設置の目的

組合のコンブライアンス態勢全般にかかる企両・推進・進捗管理に関する検討・審議を

行うため、 「コンフライアンス推進委員会」 （以下「委員会Jという。）を設置する。

2 構成

委員会は次の者をもって構成する。

① 委員長：代表理事組合長

②委員：常勤役員、参事、各部部長・次長

③監事のうち少なくとも 1名は、委員会に出席することとする。

④ 委員会には、県漁連、共水連からコンブライアンスにかかるアドバイザーを置くことが

できる。

3 委員以外の者の出席

委員長は必要と認めた場合には、 t記委員以外の者をこの委員会に出席させることが

できる。

4 審議事項

この委員会の審議事項は次のとおりとし、検討内容について適宜理事会に協議・報告を

する。

① コンブライアンス態勢全般にかかる企画・推進に関すること

② コンブライアンス・マニュアル、関連諸規程等の制定・見直し等

③ コンブライアンスの実施にかかる年度計画（プログラム）の検討、並びに定期的な進捗

管理、実績検討等

④ コンブライアンスにかかる重要な要整備事項等の検討

⑤ コンブライアンスにかかる重要な組合内外の情報等に関すること

5 開催

委員会は、原則として、半期毎に開催する。ただし、委員長が必要と判断した場合はその

都度随時に開催する。

6 事務局

委員会事務局を総務部労務課に置く。

7 本要領の制定・改廃

本要領の制定・改廃は、理事会において定める。

附 則

この要領は、平成 12年9月 12日から実施する。

この要領の変更は、平成 13年 10月10日から実施する。

この要領6の変更は、平成 22年4月 l日から実施する。

この要領2の変更は、平成 23年 10月l！日から実施する。

この要領2の変更は、平成 26年3月 5日から実施する。

-4 -



コンブライアンス組織図

（アドバイザー）
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資料③

I~と
rm 

苦情処理等受付対応記録簿
事

組合長 耐組合長 専務理事 常務理事 常任理事 参 事

古fl 長 κ、／ノf、 長 前1 長 係 長 コンブライアンス統括部署

幸R 止口と 者 受付日付 令和 年 jヲ El 

担当部署 受付時刻j 午前・午後 Z寺 分

完了日付 令和 年 月 日

氏 名 完了時刻 午前・午後 時 51 

務
一
法
一
容

業
一
方
丙

象
一
出
一
情

恭
一
中
一
川
市

l

－2
一3

電話

氏
本人i
介入者｜

来訪・文書・ その他（

名 ｜住
T
I－－↓
l
l
l
＋
l
l
l
 

a
T
E
a－
 

一Pド 電話番号

要 E

b 
El 

4組合責任｜ 有 ・ 無 ・ そ の 他 （

5折衝履歴！日 付｜ 折衝・応対状況 所見・補足等

※ 折衝履歴は、①事実関係にかかる確認内容、②理事・監事等への連絡・協議内容、③警察・関係機関

への通報・連絡（必要がある場合のみ）、④系統団体・行政当局協議内容等が明確にわかるよう記述

すること。



R4.8.10定例理事会第O号議案 （資料10) 

従業員就業規則一部変更 （案）

従業員就業規則第40条の l及び第41条を次のとおり変更しようとする。

新 条 文

第6章 表彰・懲戒

第2節懲戒

（懲戒処分の減免）

第40条の l 不正行為に関わっていた職員が当該不正行為を組合が認識する前に、自主的に

内部通報に関する規程に定める通報窓口への申告を行った場合‘組合は、当該申告者に対

して、懲戒処分その他の対応における資任を減免することができる白

（司｜｜戎）

第41条従業員が次に掲げる事項に該当する場合は、百l械とする。

(I) （略）

(2) （略）

(3) （略）

凶総員倫理規程による非連行為を したとき

国 内部通報に関する規程による通報者、または被害者に対して不利益な取扱いや嫌

がらせ等をしたとき

但J（略）

回 （略）

附則

この規則第40条の l及び第 41条の変更は、令和4年8月10日から実施する。

現 行 条

第6章 表彰 ・懲戒

第2節 懲戒

」重量L

（百｜｜戒）

第41条従業員が次に掲げる事項に該当する場合は、訓戒とする。

川 正当な理由なく又は届出なく、遅刻、早退したとき

(2）素行不良で組合の秩序風紀を乱したとき

(3）業務上の怠慢により軽微な事故を発生させたとき

」重量L
」重量L

No. 1 

文

出許可なく組合の文書、帳簿、 その他の書類 （電子的方式、 磁気的方式その他他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。） を部外者

に閲覧させ、又はこれに類する行為があったとき

回その他前各号に準ずる不都合な行為を行ったとき



飛島運送株式会社御中

有限会社ホクユウ御中

有限金社堀住運送御中

株式会社焼津港湾御中

（員、；115トiI) 

市平日 3年 8月 i日

焼津漁業協同組

地方卸持市場焼津魚市場

焼津魚市場で水揚げされた冷凍魚を運搬する車両に対す

トラックスケール通過の義務化と車両の待機場所につい

拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り摩くお礼申し上げます。

さて、焼津魚市場で水揚げされた冷；東魚の計量l立、トラックスケールでの計量文i立小平平に

よる計量を行っており、これまでは、小秤による計量の際はト号、ソクスケ·~－ 11／を通過せずに搬

出しておりましたが、諸般の事情により、来る 5月 10日以降l;J:，焼津魚市場外港で当日水

揚げされた冷凍魚を運搬するすべての車両l土、入場時にはトラックスケー）~で風袋藍量を

計量し、退場時にはトラックスケールで総重量を計量することを義務化し京すので遵守し

ださるようお願い中し上げます。

従いまして、日《ース闘61tース方面から左折して外港の外には出ないようご注意願し

また、 5パース幽6パースで冷凍魚をi翠搬する車両につき京してIi，待機場所と積込場所

を別紙の通り区分けしますので、待機車両l料費込場所が空く＊で待機場所！二停車LI順番

お待ち下さい。待機車両が積込場所へ停車することは禁止しますので、ご理解とご協力をお

願いします。

詳細につきましては、月lj紙「トラックスケール通過の義務化等に係るj主意事項jの通りとしJ

ますので、貴社のドうイパーに周知するとともに、確襲に履行寸るJごうこ

なお、この制度が定着するまでの一定期間、誘導員を置きますので、こ＂ 1%iカくださるよう併

せてお願い申し上げます。

椴輿
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トラックスケール通過の義務化等に係る注意事項

1. 焼津魚市場外港でき当日水揚げされた冷凍魚を運搬するすべての車両は、入場時には風袋

重量を、退場時には総重量をトラックスケールで計量してください。

2. 小秤による計量の際、これまでは冷蔵庫行きの計量証明書（ピンク）を1枚渡していましたが、

今後は船主控えの計量証明書（青）と合わせ2枚渡します。

船主控えの計量証明書（背）につきましては、退場時にトラックスケールで総重量を計量する際

入場時に風袋重量を計量した計量証明書と一緒に計量担当者にお渡しください。

3. 小秤で計量した缶を、リフトで漁協外港冷蔵庫、鰹節組合冷蔵庫、日かつ冷蔵庫に直接運んだ

場合は、青の計量証明書1枚を計量担当者にお渡しください。

4. トラックスケール閉鎖後に退場する車両は総重量の計量を免除します。

この場合、風袋重量を計量した際の計量証明書と小秤の際に渡した船主控えの計量証明書

は、市場職員が回収に伺いますのでお渡しください。

5. 漁協外港冷蔵庫、鰹節組合冷蔵庫、日かつ冷蔵庫に場外から搬入する車両並びに冷蔵庫内

の原魚等を搬出する車両は対象外です。

また、場外から外港に缶を取りにくる車両も対象外です。速やかに缶を積んで退場してください

6. 2日で魚を積んだ車荷は、臼かつ冷蔵庫の裏を回ってトラックスケールlこ行き、総重量を計量

してください。

7. 小秤の魚を積んだ車両が総重量を計る際に、風袋重量に小秤量量を加えた重量と総重量を

比較して不自然な点がある場合には、ウインゲを開けて確認させていただきますので、ご面倒

でもご協力くださるようお願いします。

8. 51＼ース・61＼ースで冷凍魚を運搬する車両につきましては、待機場所と積込場所を区分け

します。 待機車詞は積込場所が空くまで待機場所に停車し)I憤番をお待ちください。

積込場所には、地面に駐車位置をペイントしますので、それ以外の場所には駐車しないで

ください。



令和 3年 6月 24日

飛島運送株式会社 御中

有限会社堀住運送 御中

有限会社ホクユウ 御中

株式会社焼津港湾 御中

焼津漁業協同組合

地方卸売市場焼津魚市場

外港地区から水産物を搬出する運搬車両へのご連絡

拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、外港地区の運搬車両に対しましては、去る 5月 10日からトラックスケール通過の義務化

等のルールを導入しご協力をいただいているところでありますが、今般、下記の事項について

7月 1日から実施することと致しますので、引き続きご協力下さるようお願い申し上げます。

敬異

記

1 6月 12日（土）Iこトラックスケール付近！こ 2台の防犯カメラを設置しました。

2. 7月から警備保障と契約し、監視業務を委託します。（警備保障の社員が誘導員となります。）

3 トラックスケールを通過せず1ニ外港から退出する運搬車両は全車積荷の検査を実施します。

①5パース・6I tース方面から左折して退出する運搬車両。

これまでは、 8時以前に左折する運搬車両については積荷の確認作業を省略しておりまし

たが、 7月以降は左折するすべての運搬車両を対象に積荷の確認作業を行いますので、左

折車輔は誘導員の指示に従い一時停車をして確認作業を受けてください。

なお、焼津漁協外港冷蔵庫から出庫した魚を運搬する車両には、水揚物運搬車両と識別

するため出庫物運搬証明書を冷蔵庫で配布しますので、外港から退場する際に誘導員に証

明書を渡して退出してください。

②5 I tース・6パース方面から 2パース方面に右折する運搬車両。

右折してトラックスケールに向かう運搬車両はそのままお進みください。

右折してトラックスケールには向かわず＇ ' 2パース方面鰹節組合冷蔵庫並びに日かつ漁協

冷蔵庫等に向かう車両におきましては、積荷の確認作業を行いますので、誘導員の指示に

従い一時停止をして確認作業を受けてください。

以上
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令和 4年 1月 28日

静岡県冷蔵倉庫協会御中

焼津漁業協同組合

代表理事組合長西川角次郎

再 発 防 止 委 員 会

委員長加藤将和

主回望要

拝啓貴協会におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

先般当組合魚市場で発生した冷凍カツオ窃盗事件につきましては、関係各位に多大な

るご迷惑をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

さて、当組合は、事件の再発防止策を策定するため、昨年 12月27日に漁業者、仲買人、

弁護士等を委員とした「再発防止委員会Jを立ち上げ検討を開始しました。

再発防止委員会では、当魚市場で水揚げされ、計量せずに場外に持ち出された冷凍カツ

オが営業冷凍倉庫に保管されてしていた事実に鑑み、再発防止のためには、当組合自身

に対する再発防止策のみならず、焼津魚市場にかかわるすべての仲買人と運送業者に対

する御協力が不可欠であるとの結論に達しました。

つきましては、類似事件の再発を防止するため、貴協会の会員企業に対し、下記の事項

を周知していただくよう要望いたします。

敬具

記

1.焼津魚市場から搬出される冷凍魚には、必ず計量証明書又は送り状が発行されていま

す。計量証明書又は送り状がない場合、盗品の可能性がありますので、直ちに魚市場

担当者に連絡を入れてくだ、さい。盗品でないことが確認できるまでは、原則として保管し

ないで下さい。

2.入庫の際に計量証明書記載の重量と入庫物の重量の差が3%以上ある場合，または，

その重量差が不自然な場合は、当魚市場に連絡を入れてください。

3.入庫の際に冷凍魚の重量規格が異なっている場合は、当魚市場に連絡を入れてくだ、さ

。、
、、L

V

以上

本件連絡先 再発関止委員会事務局

山田真己 TEL054-628-7110



令和 41:!三3月 7日

焼津市魚仲水産加工業協同組合御中

焼津漁業協同組合

代表理事組合長西川角次郎

再発防止委員会

委 員 長 加 藤 将 和

書望要

拝啓貴組合におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

先般当組合魚市場で発生した冷凍カツオ窃盗事件につきましては、関係各位に多大な

るご迷惑をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

さて、当組合は、事件の再発防止策を策定するため、昨年 12月27日に漁業者、仲買人、

弁護士等を委員とした「再発防止委員会Jを立ち上げ検討を開始しました。

再発防止委員会では、当魚市場で

オが仲賀人の名義で営業用冷凍倉庫に保管されてしていた事実に鑑み、再発防止のため

には、当組合自身に対する再発防止策のみならず、焼津魚市場にかかわるすべての仲買

人と運送業者に対する御協力が不可欠であるとの結論に達しました。

つきましては、類似事件の再発を防止するため、貴組合の組合員に対し、下記の事項を

周知していただくよう要望いたします。

なお、当組合では窃盗事件の再発防止の観点から、仲買人各位に対し「コンブ。ライアンス

誓約書Jの提出を依頼したく検討しておりますので、その節は、ご理解とご協力を賜りたくお

原晶、申し上げます。

敬具

ー
ド
U

2

コロ

1.焼津魚市場から搬出される冷凍魚には、必ず計量証明書又は送り状が発行されていま

す。計量証明書文は送り状がない場合、盗品の可能性がありますので、直ちに当組合

に連絡を入れてください。

2.業者間の売買において、冷凍魚の売買価格が市場価格と比べて著しく安価な場合、盗

品の可能性がありますので、盗品でないことを十分確認した上でお取引し1ただくと共に、

盗品の疑いがある場合は、当組合に連絡を入れてください。

3.もし、盗品の購入を持ち掛けられた場合は、お断りしていただくと共に、当組合に連絡を

入れてください。

4.不良品が発生した場合は、当組合に連絡を入れてください。その後、当組合市場部から

船主並びに問屋等関係者の皆様に改めて連絡致します。

※上記事項に該当するものは、全て当組合総務部（TEL628-7112）まで、ご連絡願し1ます。

以上

本件連絡先 再発防止委員会事務局

山田真己 TEL054-628-7110



令和 4年 3月 7日

直接契約者 御中

焼津漁業協同組合

代表理事組合長西川角次郎

再 発 防 止 委 員 会

委員長加藤将和

主回望要

拝啓貴社におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

先般当組合魚市場で、発生した冷凍カツオ窃盗事件につきましては、関係各位に多大な

るご迷惑をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

さて、当組合は、事件の再発防止策を策定するため、昨年 12月27日に漁業者、仲買人、

弁護士等を委員とした「再発防止委員会Jを立ち上げ検討を開始しました。

再発防止委員会では、当魚市場で水揚げされ、計量せずに場外に持ち出された冷凍カツ

オが仲買人の名義で営業用冷凍倉庫に保管されてしていた事実に鑑み、再発防止のため

には、当組合自身に対する再発訪止策のみならず、焼津魚市場にかかわるすべての仲買

人と運送業者に対する御協力が不可欠であるとの結論に達しました。

つきましては、類似事件の再発を防止するため、下記の事項を厳守していただくよう要望

いたします。

なお、当組合では窃盗事件の再発防止の観点から、仲買人各位に対し「コンブoライアンス

誓約書jの提出を依頼したく検討しておりますので、その節は、ご理解とご協力を賜りたくお

願い申し上げます。

敬具

ロU－－一一口

1.焼津魚市場から搬出される冷凍魚には、必ず計量証明書又は送り状が発行されていま

す。計量証明書又は送り状がない場合、盗品の可能性がありますので、直ちに当組合

に連絡を入れてください。

2.業者間の売買において、冷凍魚の売買価格が市場価格と比べて著しく安価な場合、盗

品の可能性がありますので、盗品でないことを十分確認した上でお取引いただくと共に、

盗品の疑いがある場合は、当組合に連絡を入れてください。

3.もし、盗品の購入を持ち掛けられた場合は、お断りしていただくと共に、当組合に連絡を

入れてください。

4.不良品が発生した場合は、当組合に連絡を入れてください。その後、当組合市場部から

船主並びに問屋等関係者の皆様に改めて連絡致します。

※上記事項に該当するものは、全て当組合総務部（TEL628-7112）まで、ご連絡願し1ます。

以上

本件連絡先 再発防止委員会事務局

山田真己 TEL054-628-7110



運送業者 御中

要望書

令和 4年6月 28日

焼津漁業協同組合

代表理事組合長 西川角次郎

拝啓 貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

先般、当魚市場で発生した冷凍カツオ窃盗事件につきましては、関係各位に多大なる

ご迷惑をおかけしておりますことを改めてお詫び申し上げます。

さて、当組合は、事件の再発防止策を策定するため、昨年 12月27日に漁業者、仲買

人、弁護士等を委員とした「再発防止委員会Jを立ち上げ検討を開始しました。

再発防止委員会では、冷凍カツオの窃盗は運搬車両の関与が無ければ成立しないこと

に鑑み、焼津魚市場で水揚げされた冷凍魚を運搬する運送会社に対し、下記の事項を

厳守していただくことが不可欠であるとの結論に達しました。

つきましては、再発防止委員会の提言を受け類似の事件の再発を防止するため、下記

事項を要望させていただきますので、ご協力いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 焼津魚市場に水揚げされた冷凍魚を未計量のまま搬出しないこと。風袋重量・実重

量を偽らないこと。運転手が何らかの不正行為を行っていることが明らかになった

場合は、直ちに焼津魚市場に連絡を入れてください。

2. 運転手に対し、入退場時には必ずトラックスケールを通過するよう指導して下さい。

3. 焼津魚市場での冷凍魚の搬出作業に従事するにあたり、別紙「運転者名簿及び使用

車両Jを提出してください。また、名簿記載以外の運転手及び車両の出入りは行わ

ないでください。その後の名簿の提出は年 1回（4月 1日現在）とし、記載に変更が生

じた場合は、その都度、変更後の名簿を提出してください。

4. 別紙、「コンブライアンス誓約書」を提出願います。

以上

本件連絡先焼津漁業協同組合

山田真己TEL054-628司 7110
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コンブライアンス誓約書

焼津漁業協同組合

代表理事組合長西川角次郎殿

令和 4年 6月 28 日

住所

企業名

当社は、焼津魚市場において冷凍魚の搬出作業に従事するにあたり、貴組合からの

要望書に記載された下記の事項を遵守することを誓約いたします。

誓約に違反した場合、焼津魚市場の施設管理権に基づき立ち入りを禁止されても

異議ありません。

ロいきロ

1. 当社は、焼津魚市場に水揚げされた冷凍魚を未計量のまま搬出すること並び、に風

袋重量・実重量を偽って搬出することは致しません。また、当社の運転手が何らか

の不正行為を行っていることが明らかになった場合は、直ちに焼津魚市場に連絡

します。

2.入退場時には、必ずトラックスケールを通過するよう運転手を指導します。

3.焼津魚市場での冷凍魚の搬出作業に従事するにあたり、別紙「運転者名簿及び

使用車両」を提出します。また、名簿記載以外の運転手及び車輔の出入りは行い

ません。名簿の提出は年 I回（4月 1日現在）とし、記載に変更が生じた場合は、

その都度、変更後の名簿を提出します。

以上



コンブライアンス誓約書

焼津漁業協同組合

代表理事組合長西川角次郎殿

令和 4年 6月 28日

所住

氏名

私は、焼津魚市場において冷凍魚の搬出作業に従事するにあたり、下記の事項を遵

守することを誓約いたします。

誓約に違反した場合、焼津魚市場の施設管理権に基づき立ち入りを禁止されても

異議ありません。

記

1.私は、焼津魚市場に水揚げされた冷凍魚を未計量のまま搬出すること並びに風袋

重量・実重量を偽って搬出することは致しませんO

2.私は、焼津魚市場が定めたトラックの導線を遵守するとともに、荷捌所への入退場

時には、必ずトラックスケールを通過いたします。

3.私は、焼津漁協職員及び雇用者に対して不当な要求や情喝等は一切致しません。

以上


